
☞消費者センターからのお知らせです 

 

                                         
 
 
 

 

金属製アクセサリーの取り扱いに注意！！ 
 

 有害金属である「鉛」を含有したアクセサリー！ 

  
今年２月、アメリカでブレスレットの一部を誤飲した４歳の子供が「鉛中毒」で死亡す

る事件がおきました。このため、東京都は比較的安い金属製アクセサリー類（指輪、ネッ

クレス、携帯ストラップなど）76品目について、その中に含まれる鉛の濃度と胃酸に相当
する溶液で溶け出す鉛の量を調べました。結果は、46品目が基準を 
超えるものでした。アクセサリー類の外見からは、鉛を含んでいる 
かどうかはわかりません。小さいお子様がなめる・飲み込むなどを 
すると鉛中毒になる危険性があります。金属性アクセサリーの管理・ 
取り扱いには十分に注意しましょう！！ 
 

 ネックレス・ベルトから金属アレルギーになることも！！ 

 
また、ネックレスやベルト、時計など金属製アクセサリーが原因で金属アレルギーを発

症することもあります。アレルギーを起こしやすい金属としてニッケルがあります。ニッ

ケルは合金・金メッキの下地として広く金属製品に利用されています。使用しているうち

に汗で少しずつ溶け出した金属が皮膚から吸収されて皮膚のタンパク質と結合し、赤く腫

れる、かゆみ、水ぶくれなど皮膚炎を生じることがあります。このような金属アレルギー

は誰もが起こすわけではありませんが、一度発症すると一生続いてしまいます。ニッケル

のほかにもコバルト、クロムなどの金属でもおきます。 
          街では、安くてかわいいアクセサリーが手軽に買えてしまいます。

でも、安易に身に着ける前に少し考えてみてください。成長期の子ど

もは、新陳代謝が盛んで汗をいっぱいかきます。特に夏には、トラブ

ルにならないように衛生管理に十分気をつけましょう！！ 
  

お問合せ先 

                   所在地   江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス 1F 
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